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男鹿市規則第１２号 

 

   男鹿市防災行政無線通信施設管理運用規則の一部を改正する規則 

男鹿市防災行政無線通信施設管理運用規則（平成１７年男鹿市規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

固定系無線の配備一覧表 固定系無線の配備一覧表 

１ 親局 １ 親局 

親局設備 本庁舎 親局設備 本庁舎 

遠隔制御器 本庁舎・男鹿潟上南秋消防組合消防

本部・若美支所 

遠隔制御器 本庁舎・男鹿地区消防一部事務組合

消防本部・若美支所 

２及び３ （略） ２及び３ （略）  

  
備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


